
愛媛県建設工事入札参加資格停止措置要綱の

取扱いについて 

 

 

愛媛県建設工事入札参加資格停止措置要綱の事務処理に当たっては、下

記のとおり取り扱うこととする。  

なお、「愛媛県建設工事指名停止処分要綱の取扱い」（平成６年 11月７

日付け総監第1315号土木部長通知）は、廃止する。  

 

記 

 

１ 趣旨について（第１条関係）  

県工事については、知事以外の県の機関及び県関係公社の発注する工

事等を含むものとする。  

 

２ 入札参加資格停止について（第２条関係）  

(1) 入札参加資格停止を担当する部課  

入札参加資格停止に関する事務については、総務部総務管理局行政

経営課（以下「行政経営課」という。）において行うものとする。  

(2) 入札参加資格停止事案の報告  

契約担当者（愛媛県会計規則（昭和 45年愛媛県規則第18号）第２条

第６号の契約担当者をいう。以下同じ。）は、所管する県工事又は管

内で発生した事故等について、直ちに、電話等による報告を行政経営

課に行うとともに、当該有資格業者に入札参加資格停止の理由がある

と認めるときは、入札参加資格停止事由発生報告書（別記様式第１号

）を作成し、総務部長に報告するものとする。  

なお、県工事の入札執行過程において発生した不誠実な行為等につ

いては、入札執行者（知事又は知事の委任を受けて入札を執行する権

限を有する者をいう。）がこれを報告するものとする。  

(3) 入札参加資格停止の決定  

総務部長は、前項の規定により報告を受けたとき又はその他の情報

により有資格業者に入札参加資格停止の事由があると認められたとき

は、愛媛県競争参加資格審査会の審査を経て、知事の決裁を受け入札



参加資格停止を決定するものとする。  

(4) 総務部長は、入札参加資格停止を決定したときは入札参加資格停止

通知書（別記様式第２号）により、契約担当者及び入札執行者に通知

するものとする。  

(5) 総務部長は、入札参加資格停止を決定するに当たり必要があると認

めるときは、当該有資格業者及びその関係者からあらかじめ事情を聞

くことができる。  

(6) 入札参加資格停止の期間中の有資格業者について、別件により再度

入札参加資格停止を行う場合の始期は、既に措置されている入札参加

資格停止の残存期間の満了日の翌日とする。この場合、入札参加資格

停止の通知をするときは別途行うものとする。  

(7) 県との間で民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関

する法律（平成11年法律第 117号）第２条第４項に規定する選定事業

（以下「ＰＦＩ事業」という。）に係る契約を締結した同条第５項に

規定する選定事業者が発注した当該ＰＦＩ事業に係る建設工事及び建

設工事に関する調査、測量又は設計業務については、県工事とみなし

て、別表第１第２号、第３号（建設業法違反に限る。）、第４号及び

第５号並びに別表第２第４号 (12)の規定を適用する。  

(8) 県が契約を締結した県工事以外のものについては、県工事とみなし

て、別表第２第２号及び第３号の規定を適用する。  

 

３ 共同企業体に関する入札参加資格停止について（第３条関係） 

(1) 第３項の規定に基づく共同企業体の入札参加資格停止は、入札参加

資格停止の期間中の有資格業者を共同企業体を通じて入札に参加させ

ないための措置であり、既に対象である工事について開札済みであっ

て新たに入札に参加することが想定されない特定共同企業体について

は、対象としないものとする。  

(2) 第３項の規定に基づく共同企業体の入札参加資格停止は、入札参加

資格停止の期間中の有資格業者を共同企業体を通じて入札に参加させ

ないための措置であり、当該共同企業体自らが別表各号の措置要件に

該当したために行うものではないので、同項の規定に基づく入札参加

資格停止については、第４条の規定に基づく短期加重措置の対象とし

ないものとする。  



 

４ 入札参加資格停止の期間の特例について（第４条関係）  

(1) 有資格業者が別表各号の措置要件に該当することとなった基となる

事実又は行為が、当初の入札参加資格停止を行う前のものである場合

には、短期加重措置の対象としないものとする。  

(2) 下請負人又は共同企業体の構成員が短期加重措置に該当するときは

、元請負人又は共同企業体の入札参加資格停止の期間を超えてその入

札参加資格停止の期間を定めることができるものとする。  

(3) 契約担当者及び入札執行者は、入札参加資格停止の期間中の有資格

業者について第４条第５項又は第８項の規定により入札参加資格停止

期間を変更又は解除することが適当と認めたときは、入札参加資格停

止期間変更（解除）理由発生報告書（別記様式第３号）により総務部

長に報告するものとする。  

 

５ 入札参加資格停止の通知等について（第５条関係）  

(1) 総務部長は、第２条第１項又は第３条第１項から第３項までの規定

により入札参加資格停止を行ったときは、当該有資格業者に対し入札

参加資格停止通知書（別記様式第４号）により通知するものとする。  

(2) 総務部長は、第４条第５項の規定により入札参加資格停止期間を変

更又は同条第８項の規定により入札参加資格停止期間を解除したとき

は、当該有資格業者に対し入札参加資格停止期間変更（解除）通知書

（別記様式第５号）により通知するものとする。  

(3) 総務部長は、上記 (2)により通知したときは、契約担当者及び入札

執行者に対し入札参加資格停止期間変更（解除）通知書（別記様式第

６号）により通知するものとする。  

(4) 総務部長は、第10条第１項の規定により入札参加資格停止の措置を

受けたものとみなしたときは、当該有資格業者に対し入札参加資格停

止通知書（別記様式第７号）により通知するものとする。  

(5) 総務部長は、第10条第２項の規定により入札参加資格停止を行った

ときは、当該有資格業者に対し入札参加資格停止通知書（別記様式第

８号）により通知するものとする。  

(6) 総務部長は、第５条第２項の規定により県工事に関する入札参加資

格停止で報告を徴する必要がある場合には、契約担当者を経由して通



知するものとし、契約担当者はその改善措置を審査のうえ、その状況

を「入札参加資格停止に係る改善措置について」（別記様式第９号）

により報告するものとする。  

(7) 総務部長は、別表第２第４号 (1) 又は (6) から (10)までのいずれか

の措置要件に該当し入札参加資格停止を行ったときは、第５条第２項

の規定に基づく改善措置の報告は契約担当者を経ることなく有資格業

者から徴するものとする。  

(8) 総務部長は、第５条第３項に定める有資格業者に対する通知は、入

札参加資格停止期間終了（継続）通知書（別記様式第 10号）により通

知するものとし、あわせて契約担当者及び入札執行者に対し入札参加

資格停止期間終了（継続）通知書（別記様式第 11号）により通知する

ものとする。  

 

６ 下請等の禁止について（第７条関係）  

(1) 下請等には、工事に関与する土砂の運搬、資材の販売等の製造の請

負等が含まれる。ただし、製造の請負等については、既に着手してい

るとき（入札参加資格停止以前に工事に関与する製造の請負等の記載

された施工計画書の提出があった場合を含む。）及びやむを得ない事

由があり、あらかじめ知事の承認を受けたときは、この限りでない。  

(2) 下請等のうち、工事に関与する製造の請負等については、入札参加

資格停止の期間が４月を超える場合には、禁止の期間を４月とする。  

 

７ 入札参加資格停止措置の特例について（第 10条関係）  

第10条第２項の規定による入札参加資格停止の期間は、既に措置され

ている入札参加資格停止の期間の残存期間の満了日（当該日が選定を受

けた日以前である場合は、選定を受けた日）の翌日を始期とし、同項の

重複する期間（当該期間に１月未満の端数があるときは、これを切り捨

てた期間）とする。ただし、当該期間と当該有資格業者について直近に

措置した入札参加資格停止の期間の合計が 36月を超えないものとする。  



８ 別表第１及び別表第２に関する措置要件の取扱い  

別表第１ 関係 

措 置 要 件 運               用  

 

虚偽記載  

 

施工実績、技術者の資格、工事経歴、社会保

険等に係る加入の有無等について不実の記載を

し又は誇大な記載をしたとき。  

 

 

粗雑工事  

 

１ 会計検査院の指摘により、又は検査若しく

は監査の結果、粗雑工事が判明し、その責任

が業者にあると認められるとき。  

・補助金の返還対象となったとき。  

・文書による手直し又は補強工事を命じられ

たとき。  

・講評時等に指摘されたとき。  

２ 死傷、損傷事故等が生じ、成果物に契約不

適合があると認められたとき。  

 

 

県工事に係る契約

違反等  

 

 

１ 正当な理由が無く契約を履行しないとき又

は完成期日に工事が完成できないとき。  

２ 本県職員が行う監督、検査若しくは点検の

実施を妨害し、又は指示に従わなかったとき

。 

３ 債権の無断譲渡が行われたとき。  

４ 工事請負契約約款に違反し、社会保険等未

加入業者を下請負人としたとき。  

５ 工事請負契約書約款に規定されている下請

施工（再下請を含む。）承認申請又は通知（

施工体制台帳を含む。）を怠ったとき。  

６ 工事に関する調査、測量及び設計の業務委

託において、設計業務等委託契約書約款に規

定されている再委託（再々委託を含む。）承

認申請を怠ったとき。  

７ 一括下請負（建設業法第 22条第１項又は第

２項違反）が行われたとき（再下請を含む。

）。 

８ 正当な理由が無く契約を締結しないとき。  

９ その他契約条項若しくは建設業法に違反し

、又は不誠実な行為（電子入札運用基準に違

反し、ＩＣカードを不正に使用等した場合を

含む。）をしたとき。     



  
措 置 要 件 運               用 

 

公衆損害事故  

 

１ 建設工事及び建設工事に関する調査、測量

、設計業務以外の有資格業者の業務で生じた

事故を含む。  

２ 「施工に当たり」とは、単に工事現場のみ

ではなく資機材、排土等の運搬中、又は土捨

場、資材置場等を含む。  

３ 自損事故、天災不可抗力による事故は含ま

ない。  

４ 県工事において、安全管理の措置が不適切

であると認められるのは、原則として (1) の

場合とする。ただし、 (2) によることが適当

である場合には、これによることができる。  

(1) 契約担当者が設計図書等により具体的に

示した事故防止の措置を請負人が適切に措

置していない場合、又は契約担当者の調査

結果等により当該事故についての請負人の

責任が明白となった場合  

(2) 当該工事の現場代理人等が刑法、労働安

全衛生法等の違反の容疑により逮捕され、

又は逮捕を経ないで公訴を提起されたこと

を知った場合  

５ 一般工事において、安全管理の措置が不適

切であり、かつ、重大事故であると認められ

るのは、原則として当該工事の現場代理人等

が刑法、労働安全衛生法等の違反の容疑によ

り逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起

されたことを知った場合とする。  

 

 

工事関係者事故  

 

公衆損害事故と同様  

 



別表第２関係  

措 置 要 件 運               用 

 

贈賄 

 

１ 代表役員等とは、個人経営にあっては事業

主、会社その他の法人にあっては代表役員及

び代表権を有すると認めるべき肩書を付した

役員であること。  

２ 一般役員等とは、代表役員等以外の役員、

支店及び営業所の長（建設業許可で定められ

た支店、営業所）であること。  

３ 使用人とは、代表役員等及び一般役員等以

外の者を全て含む。  

４ 他の公共機関の職員とは、刑法第７条第１

項に定める国又は地方公共団体の職員その他

法令により公務に従事する議員、委員その他

の職員をいうものであり、特別法上公務員と

みなされる場合を含むものであること。さら

に私人ではあっても、その職務が公共性を持

つため、特別法でその収賄罪の処罰を規定し

ている場合の当該私人を含むものであること

。 

 

 

独占禁止法違反行

為 

 

１ 独占禁止法第３条に違反した場合は、次の

(1)から(4) までに掲げる事実のいずれかを

知った後、速やかに入札参加資格停止を行う

ものとする。  

(1) 排除措置命令  

(2) 課徴金納付命令  

(3) 刑事告発  

(4) 有資格業者である法人の代表者、有資格

業者である個人又は有資格業者である法人

若しくは個人の代理人、使用人その他の従

業者の独占禁止法違反の容疑による逮捕  

２ 独占禁止法第８条第１号に違反した場合は

、課徴金納付命令が出されたことを知った後

、速やかに入札参加資格停止を行うものとす

る。 

３ 別表第２第２号の措置要件に該当した場合

において課徴金減免制度が適用され、その事

実が公表されたときの入札参加資格停止の期

間は、当該制度の適用がなかったと想定した

場合の期間の２分の１の期間とする。この場     



措 置 要 件 運               用 

 合において、この項前段の期間が別表第２第

２号に規定する期間の短期を下回る場合にお

いては、第４条第３項の規定を適用するもの

とする。  

４ 別表第２第２号の措置要件に該当した有資

格業者（その役員又は使用人を含む。）につ

いて、独占禁止法違反に係る確定判決又は確

定した排除措置命令、課徴金納付命令におい

て、当該独占禁止法違反の首謀者であること

が明らかになったときは、入札参加資格停止

の期間を加重するものとする。  

５ 別表第２第２号の措置要件に該当した有資

格業者について、独占禁止法第７条の３第１

項（過去10年以内に課徴金納付命令を受けた

事業者が違反行為を繰り返した場合の課徴金

の加算）の規定が適用されたときは、入札参

加資格停止の期間を加重するものとする。  

 

 

談合又は競売入札

妨害 

 

別表第２第３号の措置要件に該当した有資格

業者（その役員又は使用人を含む。）について

、談合又は競売等妨害に係る確定判決において

、当該談合又は競売等妨害の首謀者であること

が明らかになったときは、入札参加資格停止の

期間を加重するものとする。  

   



措 置 要 件 運               用 

 

暴力団関係者等  

 

１ 総務部長は、別表第２第４号 (1) から (10)

までの取扱いについては、愛媛県建設工事等

暴力団排除措置要綱に基づき処理するものと

する。  

２ 別表第２第４号(1) 関係 

(1) 「経営に事実上参加し若しくは実質的に

経営を支配している者」とは、次の各号の

いずれかに該当する者とする。  

ア 有資格業者の設立に参加した者又は出

資者で、事実上経営に関与しているもの

。 

イ 有資格業者の顧問、相談役等の肩書を

有し、経営に関与している者。  

ウ その他実質的に経営の意思決定に影響

力を有していると認められる者。  

(2) 「暴力団関係者」とは、次の者をいう

。 

ア 暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法律（以下「暴力団対策法」とい

う。）第２条第６号に規定する暴力団員  

イ 愛媛県暴力団排除条例第２条第３号に

規定する暴力団員等又は同号に規定する

暴力団員等でなくなった日から５年を経

過しない者  

３ 別表第２第４号(2) 関係 

「暴力的不法行為等を行ったとき」とは、

原則として、有資格業者等が、暴力団の威力

を背景として、暴力団員による不当な行為の

防止等に関する法律施行規則（以下「暴力団

対策法施行規則」という。）第１条各号に掲

げる犯罪の容疑により逮捕され、又は逮捕を

経ないで公訴を提起された場合をいう。  

４ 別表第２第４号(3) 関係 

「暴力的不法行為等をさせたとき」とは、

原則として、有資格業者等が、暴力団、暴力

団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運

営に実質的に関与していると認められる団体

、法人等（以下「暴力団等」という。）に暴

力的不法行為等をするよう唆し、暴力団対策

法施行規則第１条各号に掲げる犯罪行為の教

唆犯の容疑により逮捕され、又は逮捕を経な  
   



措 置 要 件 運               用 

 いで公訴を提起された場合をいう。  

５ 別表第２第４号(4) 関係  

(1) 「準暴力的要求行為を行ったとき」とは

、有資格業者等が、暴力団の威力を示して

暴力団対策法第９条各号に掲げる行為を行

った場合をいう。  

(2) 「暴力団対策法第10条の規定に違反する

行為を行ったとき」とは、有資格業者等が

、暴力団員に同法第２条第７号に規定する

暴力的要求行為をするよう要求、依頼若し

くは唆しをし、又は暴力団員による暴力的

要求行為の現場に立ち会い、助勢した場合

をいう。  

６ 別表第２第４号(5) 関係  

「暴力的要求行為に関与したとき」とは、

有資格業者等が、暴力団員が暴力団対策法第

２条第７号に規定する暴力的要求行為を行う

とき又は行ったときに、相手方への連絡、口

利き又は現場への同行をするなど、暴力的要

求行為に至るまでに必要な行為をした場合を

いう。  

７ 別表第２第４号(6) 関係  

「暴力団等の維持運営に協力し、若しくは

関与したとき」とは、次の各号のいずれかに

該当する場合をいう。  

(1) 有資格業者等が、用心棒代、地代、騒音

等の迷惑料、地域対策費等いかなる名目を

問わず、正当な理由がない金品を暴力団等

に与えたとき。  

(2) 有資格業者等が、暴力団等に事務所、住

居若しくは車両等を提供し、又は貸与した

とき。  

(3) 有資格業者等が、暴力団等に対し、事業

遂行又はその他の諸活動に必要な建物、物

品、役務等を社会通念上不適切な内容で提

供、貸与、支給する等、便宜若しくは支援

を行ったとき。  

(4) 有資格業者等が、商取引又は冠婚葬祭等

の社会的儀礼行為において、社会通念上適

切な額を著しく超えて金品を暴力団等に与

えたとき。  

   



措 置 要 件 運               用 

 (5) 有資格業者等が、暴力団が組織として行

う放免祝い、誕生会、事務所開き、葬儀等

いわゆる「義理ごと」に、祝い金等の金品

を供与し、又は建物、駐車場等を供与した

とき。  

(6) 有資格業者等が、暴力団等を不当に高い

額で下請業者として使用したとき。  

(7) 有資格業者等が、暴力団等が関与する諸

行事に、名目の如何を問わず資金的援助を

したとき。  

(8) その他名目の如何を問わず、有資格業者

等が、暴力団等の維持運営に協力し、又は

関与したとき。  

８ 別表第２第４号(7) 関係  

「暴力団の威力又は暴力団等を利用したと

き」とは、暴力団の威力を相手方に認識させ

ることにより、その影響力を利用するため、

次の各号のいずれかに該当する行為を行った

ことをいい、必ずしも相手方に畏怖、困惑、

不安又は迷惑の感を生じさせることを要しな

い。 

(1) 有資格業者等が、暴力団の事務所若しく

は暴力団関係者の自宅内等で、その場所に

いることを強調し、又はその場所に来訪若

しくは連絡することを要求したとき。  

(2) 有資格業者等が、暴力団の名称、代紋等

の入った名刺、バッジ等を示したとき。  

(3) 有資格業者等が、自己と親交のある者が

暴力団関係者であることを相手方に告げ、

若しくは察知させ、又は自己が暴力団関係

者と親交のあることを承知している相手方

に殊更に再認識させたとき。  

(4) その他不法、不当に暴力団の威力又は暴

力団等を利用したとき。  

９ 別表第２第４号(8) 関係  

「暴力団等を不当に利用したとき」とは、

次の各号のいずれかに該当する場合をいう。  

(1) 有資格業者等が、自己が請け負った工事

又は業務の全部若しくは一部を暴力団等に

請け負わせたとき。  

(2) 有資格業者等が、暴力団等から労働力の

供給又は派遣を受けたとき。  



措 置 要 件 運               用 

 (3) 有資格業者等が、暴力団等から物品の供

給を受けたとき。  

(4) その他暴力団等を不当に利用したとき。  

 

10 別表第２第４号(9) 関係  

「暴力団等と社会的に非難されるべき関係

」とは、次の各号のいずれかに該当する場合

をいう。  

(1) 有資格業者等が、暴力団等が関与する賭

博、ノミ行為等に参画若しくは参加してい

るとき。  

(2) 有資格業者等が、暴力団等の利益、便宜

若しくは支援を目的とした組織、団体の会

員（無尽を含む。）となっているとき。  

(3) 有資格業者等が、暴力団等と共同事業を

行っているとき。  

(4) 有資格業者等が、暴力団等の事務所、自

宅等に出入りし、又は暴力団関係者が有資

格業者等の事務所、自宅等に出入りする関

係を有するとき。  

(5) 有資格業者等が、暴力団関係者とゴルフ

、マージャン等の交遊をし、又は旅行若し

くは飲食を共にするなどの関係を有すると

き。 

(6) 有資格業者等が暴力団関係者の誕生会、

冠婚儀式等の行事に参列し、又は暴力団関

係者が有資格業者等の誕生会、冠婚儀式等

の行事に参列する関係を有するとき。  

(7) その他密接な交友関係を有するとき。  

11 別表第２第４号(6) から(9) までの適用に

当たっては、当該行為の頻度、範囲、特別な事

情などを総合的に勘案するとともに、当該行

為が暴力団等からの不当な要求によって行わ

れているものと認められる場合には、有資格

業者等からの警察等関係機関への被害相談、

申告等によって、入札参加資格停止措置を免

除又はその期間を減軽することができるもの

とする。  

   



措 置 要 件 運               用 

 12 別表第２第４号(12)関係 

(1) 当該措置要件は、有資格業者である下請

負人（再下請負人を含む。以下同じ。）が

、暴力団等から不当介入を受けながら、請

負者への報告を怠った場合を含むものとす

る。 

(2) 同一事案において、当該行為に該当する

有資格業者等が別表第２第４号 (1) から

(11)までのいずれかの行為にも該当するこ

とが判明した場合は、当該行為ごとに規定

する期間の短期及び長期のそれぞれ最も長

いものをもって適用する。  

 

 

建設業法違反  

 

一括下請負（建設業法第 22条第１項又は第２

項違反）等の建設業法違反が行われた場合で、

監督処分があったとき。  

 

 

廃棄物処理法違反  

 

１ 廃棄物処理法違反による入札参加資格停止

は、有資格業者である個人、有資格業者の役

員又はその使用人が、同法違反の容疑により

、逮捕され、若しくは逮捕を経ないで公訴を

提起されたとき又は同法に違反し監督処分が

あったときに行うものとする。  

２ 不法投棄とは、同法第 16条に違反し、廃棄

物を捨てた場合であること。  

 

   



措 置 要 件 運               用 

 

不正又は不誠実な

行為 

 

 

１ 第７号 (1)関係  

(1) 業務とは、個人の私生活上の行為以外の

有資格業者の業務全般をいうものであるこ

と。 

(2) 業務に関する不正又は不誠実な行為とは

、原則として次の場合をいうものとする。  

ア 有資格業者である個人、有資格業者の

役員又はその使用人が、業務に関する法

令違反の容疑により逮捕され、又は逮捕

を経ないで公訴を提起された場合  

イ アに掲げる場合のほか、業務に関して

、法令違反等があった場合  

ウ ア又はイに該当する業務に関する法令

違反等に関与したと認められる場合  

２ 第７号 (2)については、代表取締役等が私

的不法行為を行ったとき。  

 

 



（様式第１号）  

第      号 

年  月  日 

 

 

総 務 部 長  様 

 

 

契約担当者（入札執行者）  

 

 

入札参加資格停止事由発生報告書  

 

下記有資格業者について入札参加資格停止事由が発生したので報告しま

す。 

 

記 

 

１ 有資格業者  

(1) 商号又は名称及び代表者氏名  

(2) 所在地  

 

２ 入札参加資格停止事由  

(1) 入札参加資格停止基準該当条項  別表第   第  号 

(2) 事故等の発生日時及び内容  

(3) その後の経過  

 

３ 契約担当者（入札執行者）の意見  



（様式第２号）  

第      号 

年  月  日 

 

 

契約担当者  

       様 

入札執行者  

 

 

総 務 部 長 

 

 

入 札 参 加 資 格 停 止 通 知 書  

 

この度、愛媛県建設工事入札参加資格停止措置要綱に基づき、下記のと

おり措置が決定されたので通知します。（なお、下記業者に対し、別紙入

札参加資格停止通知書を交付するとともに、改善措置について、その結果

を報告して下さい。）  

 

記 

 

１ 有資格業者及び停止期間  

商号又は名称  所在地  代表者氏名  入札参加資格停止措置期間  

   
 年 月  日から  

 年 月  日まで  
か月  

 

２ 入札参加資格停止基準該当条項  

 

３ 理 由 

 

 

 

（注） （ ）は改善措置の報告を要する工事の契約担当者あての場合  



（様式第３号）  

第      号 

年  月  日 

 

 

総 務 部 長  様 

 

 

契約担当者（入札執行者）  

 

               期間変更  

入札参加資格停止   解  除  理由発生報告書  

 

この度、入札参加資格停止中の下記有資格業者について入札参加資格停

止の（期間を変更・解除）する相当の理由があると認められるので報告し

ます。  

 

記 

 

１ 商号又は名称及び代表者氏名  

 

 

２ 入札参加資格停止期間  

 

 

３ 入札参加資格停止の（期間変更・解除）理由  



（様式第４号）  

第      号 

年  月  日 

 

商 号 又 は 名 称  

     様 

代 表 者 氏 名  

 

愛 媛 県 知 事 

 

入 札 参 加 資 格 停 止 通 知 書  

 

この度、貴社が(の )  (1)  のことは、誠に遺憾であります。よって

愛媛県建設工事入札参加資格停止措置要綱に基づき、下記のとおり入札参

加資格停止を行うこととしたので通知します。  

今後は、かかる事態が生ずることのないよう十分注意してください。  

(2)「今後は、かかる事態が生ずることのないよう十分注意するとともに

、今後の改善措置の詳細について  月 日までに（契約担当者）あてに提

出してください。」  

(3)「なお、改善措置をとった場合は、下記の入札参加資格停止期間満了

日の１月前である  月  日までに別紙誓約書を添えて改善措置報告書を行

政経営課長あて提出してください。」  

なお、本措置に関し不服がある場合は、愛媛県に対して本措置がされた

理由について説明を求めることができます。  

 

記 

 

１ 入札参加資格停止の期間     (4) 

 

２ 入札参加資格停止の理由     (5) 

 

（注）  

１ (1)には、措置要件に該当する事実を簡明に記載する。  

２ (2)は、第５条第２項の県工事に関するものである場合に使用する

。 



３ (3)は、第５条第２項の別表第２第４号 (1) 又は(6) から(9) まで

のいずれかの措置要件に該当し入札参加資格停止を行った場合に使用

する。  

４ (4)には、入札参加資格停止の始期及び終期を記載する。  

５ (5)には、措置要件に該当する事実について、発生日時、場所、概

要等を記載する。  



（別紙）  

 

誓 約 書  

 

年  月  日 

 

愛媛県知事         様 

 

 

商号又は名称  

代 表 者 氏 名            

 

 年 月 日付  第  号で入札参加資格停止通知のあった事由につ

いては、改善措置報告書のとおり改善措置をとり、暴力団等とは一切関係

の無い旨を誓約します。  



（様式第５号）  

第      号 

年  月  日 

 

商 号 又 は 名 称  

     様 

代 表 者 氏 名  

 

愛 媛 県 知 事 

 

期間変更  

入札参加資格停止   解  除  通知書  

 

 年 月 日付  第  号で貴社の入札参加資格停止を行った旨通知

したところであるが、この度   (1)  下記のとおり当該入札参加資格停止

の期間を変更したので通知します。  

 

記 

 

１ 従前の入札参加資格停止期間  

 

２ 変更後の入札参加資格停止期間  

 

３ 変更の理由  

 

 

 

 

 

（注） 解除については、(1)以下を、「当該入札参加資格停止を解除し

たので通知します。」とし、記以下については、記載の要なし。  



（様式第６号）  

第      号 

年  月  日 

 

 

契約担当者  

       様 

入札執行者  

 

 

総 務 部 長 

 

期間変更  

入札参加資格停止   解  除  通知書  

 

 年 月 日付  第  号で通知した下記有資格業者の入札参加資格

停止が別添通知書のとおり期間変更（解除）されたので通知します。  

 

記 

 

商号又は名称  

代表者氏名  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）「有資格業者あて通知書」（様式第５号）の写しを添付のこと。  



（様式第７号）  

第      号 

年  月  日 

 

商 号 又 は 名 称  

     様 

 代 表 者 氏 名  

 

愛 媛 県 知 事 

 

 

入 札 参 加 資 格 停 止 通 知 書  

 

この度、貴社が現在入札参加資格停止期間中である  (1) から (2) に

伴い、愛媛県建設工事入札参加資格停止措置要綱に基づき、下記のとおり

入札参加資格停止の措置を受けたものとみなすこととしたので通知します

。 

なお、本措置に関し不服がある場合は、愛媛県に対して本措置がされた

理由について説明を求めることができます。  

 

記 

 

１ 入札参加資格停止の期間     (3) 

 

２ 入札参加資格停止の理由     (4) 

 

 

（注）  

１ (1)には、入札参加資格停止の期間中の有資格業者名を記載する。  

２ (2)は、合併、分割、営業譲渡等により業務を受け継いだ事実を簡

明に記載する。  

３ (3)には、入札参加資格停止の始期及び終期を記載する。  

４ (4)には、措置要件に該当する事実について、入札参加資格停止の

期間中の有資格業者名、受け継いだ業務内容、概要等を記載する。  



（様式第８号）  

第      号 

年  月  日 

 

商 号 又 は 名 称  

     様 

代 表 者 氏 名  

 

愛 媛 県 知 事 

 

 

入 札 参 加 資 格 停 止 通 知 書  

 

この度、貴社が入札参加資格停止期間中に、  (1)  の入札に参加し落

札者となったことに伴い、愛媛県建設工事入札参加資格停止措置要綱第 10

条第２項の規定に基づき、下記のとおり入札参加資格停止を行うこととし

たので通知します。  

 

記 

 

入札参加資格停止の期間     (2) 

 

 

 

 

 

 

（注）  

１ (1)には、県が行う民間資金等の活用による公共施設等の整備等の

促進に関する法律（平成 11年法律第117号）第７条第１項の規定に基

づく公募の名称を記載する。  

２ (2)には、入札参加資格停止の始期及び終期を記載する。  

 



（様式第９号）  

第      号 

年  月  日 

 

 

総 務 部 長  様 

 

 

契約担当者  

 

 

入札参加資格停止に係る改善措置について  

 

 年 月 日付  第  号で入札参加資格停止した下記有資格業者か

ら、当該事故に係る改善措置状況について、別添のとおり提出があったの

で報告します。  

 

記 

 

１ 商号又は名称  

代表者氏名  

 

２ 改善措置に係る審査意見  

 

 

 

 



（様式第10号） 

第      号 

年  月  日 

 

商 号 又 は 名 称  

     様 

代 表 者 氏 名  

 

愛 媛 県 知 事 

 

終  了 

入札参加資格停止   継  続  通知書  

 

 年 月 日付  第  号で通知した入札参加資格停止について、 (1)

提出された改善報告の内容が適当でないと認める事由は存しないため、  

年 月 日をもって入札参加資格停止期間を終了することとしたので通知

します。  

 

 

 

（注） 入札参加資格停止期間継続通知書については、 (1) 以下を、「提

出された改善報告の内容が適当でないと認められるため、入札参加

資格停止期間を継続することとしたので通知します。」とする。  



（様式第11号） 

第      号 

年  月  日 

 

 

契約担当者  

       様 

入札執行者  

 

 

総 務 部 長 

 

終  了 

入札参加資格停止   継  続  通知書  

 

 年 月 日付  第  号で通知した入札参加資格停止について、下

記有資格業者の入札参加資格停止が別添通知書のとおり期間終了（継続）

とされたので通知します。  

 

記 

 

商 号 又 は 名 称  

代 表 者 氏 名  

 

 

 

 

（注）「有資格業者あて通知書」（様式第 10号）の写しを添付のこと。  

 


